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リスク管理体制

主要なリスクの概念とリスク管理の取組み

危機管理態勢

会社の直面するリスクを総体的に捉え、計測されたリスク
総量が所定の自己資本内に収まるよう適切なリスク選好
方針を定めたうえで、統合的リスク管理を行っています。
また、負債特性を踏まえて将来の債務履行を確実とするよう
な適切な特性を持つ資産を十分保有するなど、資産およ
び負債の総合的な管理を行っています。
なお、大規模な自然災害や予想外の大きな金融市場の
混乱が発生した場合には、保険会社は、通常では考えられ
ないような損失を被る可能性があります。当社では、想定
される最悪の環境変化が発生した場合の損失額など影響
範囲を事前に分析したうえで、会社の経営が大きな影響
を受けないように、あらかじめリスク管理指標に反映して
います。
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業務遂行にかかる主要なリスクについてリスク管理部門を定め、リスク管理方針を策定するとともに、リスク管理に取組んで
います。

主要なリスクの概要とそのリスク管理への取組みは以下のとおりです。

取締役会 監査部
監査役

報告 指示
内部監査

経営会議

報告

報告監査

保険計理人
提言・報告

指示

経済情勢や保険事故の発生率などが保険料設定時の予測
に反して変動することにより、保険会社が損失を被るリスク
です。当社では、「保険引受リスク管理規程」をはじめとする
各種業務規程等を策定し、保険契約の引受けにおいては、
リスク実態を十分に意識した基準を設けることや必要に応
じて適切な再保険を設定することを定めています。また、
保険商品の発売後にリスクが顕在化したとき、もしくは
将来のリスクが増加するときなどにおいては、保険商品の
改廃、料率・引受基準の変更、保有限度額の変更等の措置
を講じることなどを定めています。
当社では、これらのリスク管理の一環として「保険引受
リスク管理規程」に料率や引受基準のモニタリング項目等
を定め、定期的な検証を実施しています。

保有する資産の価値が変動し、損失を被るリスクであり、
その性格から、「市場リスク」「信用リスク」等に分類されて
います。

■ 市場リスク
金利、有価証券の価格、為替等のさまざまな市場のリスク
ファクターの変動により、資産の価値が変動して損失を
被るリスク。

■ 信用リスク
信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少
ないし消失し損失を被るリスク。

当社では、「資産運用リスク管理規程」をはじめとする各種
業務規程等を策定し、適切な資産運用を行っています。

流動性リスクは、その性格から「資金繰りリスク」「市場流
動性リスク」に分類されています。

■ 資金繰りリスク
保険料収入の減少や、大量解約に伴う解約返戻金支出
の増加、巨大災害時の保険金支払による資金流出により
資金繰りが悪化し、資金の確保に通常よりも著しく低い
価格での資産売却を余儀なくされることにより損失を被
るリスク。

■ 市場流動性リスク
市場の混乱などにより資金繰りが悪化し、資金の確保に
通常よりも著しく低い価格での資産売却を余儀なくされ
ることにより損失を被るリスク。

当社では、流動性資産を十分に保有するとともに、資金繰
りの逼迫（ひっぱく）度に応じた適切な管理を行うために
「流動性リスク管理規程」をはじめとする各種業務規程等
を策定し、適切な資金繰りを行っています。

役職員等（代理店および業務委託先における従業者を
含む）が、正確な事務を怠ることや、事故・不正等を起こす
ことにより、損失を被るリスクです。当社では、「事務リスク
管理規程」の他、各種業務規程等を整備し、その遵守状況
を把握・管理するとともに、外部環境の変化等を踏まえ、
適宜見直すことによりリスクの軽減に努めています。

コンピュータシステムのダウン、誤作動、不正使用などに
より損失を被るリスクのことです。当社では、「システム
リスク管理規程」の他、各種業務規程等を整備し、情報
システムの安全かつ安定的な稼動に努めています。

当社業務に関連し、法令や契約等への違反、不適切な契約
締結、その他法的な原因により罰則適用・損害賠償等の
損失を被るリスクのことです。当社では、法務リスク管理
態勢の構築、および法務リスクの軽減を図るために必要
な手順・管理方法等を「法務リスク管理規程」に定め、業務
や取引の適法性の確認・検証等に取組んでいます。

人事運営上の不公平・不公正（採用、退職、評価、処遇、
育成、労務管理等の問題）や差別的行為（人権）から生じ
る損失・損害などにより会社が被るリスクです。これらの
リスク軽減のため、「人的リスク管理規程」を設けて業務
の健全性を確保しています。

当社事業に関連する書類・設備等の諸資産に関する物理
的リスクのことです。「オフィスリスク管理規程」を設け、
規程の周知・整備などを通じて態勢強化を図るとともに、
オフィスセキュリティや災害対応準備等の物理的安全確保
に関する施策を実施するなど、業務の健全性を確保して
います。

風評（当社に関する悪評や風説）による信用低下が要因
となり、損失や損害を被るリスクをいいます。「風評リスク
管理規程」を定め、日々のモニタリングや風評の要因となり
うる事象への適切な対応などを通じ、リスクの最小化に
努めています。
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大規模な自然災害、感染症の流行およびサイバー攻撃等、業務の継続的な遂行が困難となる事態を危機と定め、危機発生
時には業務継続計画等に従い緊急対策本部を設置して対応するなど、特に役職員等の安全確保、地域社会への安全への
協力、保険金等支払い等の重要業務の継続を可能とする危機管理態勢を整備しております。また、各種シナリオに基づいた
訓練を定期的に実施し、危機発生により引起こされる混乱および被害を最小化し、早期に当社の業務運営を健全な状態に
戻すことに努めています。

損害保険会社を取巻くリスクは、経営環境の変化に伴って多様化・複雑化しており、各種リスクに対する適切な
管理の重要性がますます高まっています。ソニー損保ではリスク管理を経営の最重要課題の1つとして位置づけ、
リスクの的確な把握とその逓減策やリスクが顕在化したときの対策の検討など、リスク管理の強化に取組んで
います。
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出再後、当社自らがリスクを負担する部分を「保有」といいます。
この出再に関連するリスクとして、主に次の2つがあります。
①保有の上限額が保険責任の種類・内容に応じて適切に定めら

れていない、または、適切な出再が手配されていないリスク
②出再先（再保険の取引先）の信用リスクが適切に把握されて

いないために、リスクの移転が確実に行われないリスク

これらのリスクへの対処として、保有の上限額について
は、損害の想定・保険業績等を統計的に分析・評価し、当社
の担保力（準備金、収益性）などの状況も総合的に判断し
て、当社の健全性を維持するうえで合理的な水準で設定
しています。保有の上限額を超える引受けを行う場合に
は、出再の手配を行っています。
なお、出再先の選定にあたっては、世界的な格付専門会社
による格付を基準に、相手先の信用力（財務内容）を主と
して、長期安定的な取引が可能であるか等確認すべき
項目につき適切に点検の上、選定しています。

☞ 「出再を行った再保険者の数と出再保険料の上位5社の割合」および「出
再保険料の格付ごとの割合」については、49ページをご参照ください。

第三分野保険における責任準備金積立の適切性を確保す
るために金融庁の告示等に基づいて「ストレステスト」と

「負債十分性テスト」を行い、その結果を保険計理人が確認
しています。

■ストレステスト
あらかじめ設定した予定事故発生率が通常の予想を超え
る範囲でリスクをカバーしているかを確認するもので、ガン
重点型の医療保険のがん保障部分および医療保障部分
ならびに入院実費型の医療保険の3つの契約区分で実施
しています。ストレステストで予定事故発生率の変動に
より責任準備金だけでは不足が生じるおそれがある場合
は、保険金の支払いに備えるために危険準備金を積立て
ます。

■ 負債十分性テスト
ストレステストで責任準備金だけでは不足があると判断
された契約区分について、予定事故発生率の通常の予想の
範囲での変動に加え、事業費等を考慮にいれた契約区分
全体の将来収支分析による不足額の検証を行うものです。

契約区分ごとに過去5年間の実際の事故発生率を基準に
保険金の増加を99％の確率でカバーする事故発生率の
水準で行っています。

受再を行う場合には、当社の負担能力を超えたリスクが
発生することのないようにリスクの内容について十分な
知識を有する対象に限定して引受けを行うなど、慎重に
対処しています。

「保険引受リスク管理規程」に保険種類別の保有限度額や
モニタリング項目等を定め、再保険リスクについて適切な
管理を行っています。

広範囲にわたって被害が生じる自然災害（地震・台風等）
が発生した場合には、多数の保険契約に同時に保険金
支払が生じ、巨額の損失が生じるリスクがあります。
当社では、想定される損害を統計的に分析し、異常危険
準備金の積立状況を勘案の上、適切な再保険を設定する
ことにより、当社の保有するリスクの軽減を図っています。

第三分野保険におけるストレステストの結果、2016年
度末の責任準備金に不足がないことが確認できたため、
危険準備金積み立ては行っていません。

個人情報保護および情報セキュリティへの取組み
ソニー損保では、お客様の情報の取扱いに関し、お客様からの信頼を第一と考え、個人情報の保護に関する法律

（以下、個人情報保護法といいます）等の法令を遵守し、ソニーグループ各社共通の「プライバシーポリシー」等に
則って取扱っています。
なお、国内ソニーグループ・共通プライバシーポリシー、個人情報に関する基本方針（「個人情報の保護に関する
法律」に基づく公表事項）およびCookieポリシーは、公式ウェブサイトで公表しています。

出再（再保険の設定）にあたってのリスクとその対処 受再（再保険の引受け）にあたってのリスクとその対処

再保険リスク管理

自然災害リスクについて

第三分野保険における責任準備金の積立の
適切性を確保するための考え方

ストレステスト、負債十分性テストにおける
事故発生率の設定水準

ストレステストの結果 

事故はいつどのような規模で発生するかが不確かであることや、大火・台風などの広域大災害のときには高額な保険金支払
の可能性があることなどから、損害保険会社は経営を不安定にする要因を常に抱えています。そこで損害保険会社各社は、
経営破綻を避けることはもちろん、広域大災害や異常災害発生後もお客様への保険金支払を確実に行うため、どの程度ま
での損害であれば経営に影響が無いかを判断し、自社の負担能力を超える部分を他の保険会社に引受けてもらうことに
よってリスクを平均化・分散化し、経営の安定を図っています。このような保険会社間の取引を「再保険」といいます。
再保険を設定する（自社が引受けたリスクを他の保険会社に引受けてもらう）ことを「出再」、他の保険会社が引受けた保険
の責任（リスク）の一部を自社で負担することを「受再」といいます。

個人情報に関する基本方針（要旨）
当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、当社事業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報保護法、行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）およびその他の関連法令、金融分野における個人情報保護に関する
ガイドライン、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインおよびその他のガイドラインや一般社団法人日本損害保険協会の

「損害保険会社に係る個人情報保護指針」を遵守して、個人情報を適正に取扱うとともに、安全管理については、金融庁および一般社団
法人日本損害保険協会の実務指針に従って、適切な措置を講じます。
当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取組んでまいります。
また、当社の個人情報の取扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

個人情報の取扱いについて
1. 個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により
個人情報を取得します。
2. 個人情報の利用目的
当社は、取得した個人情報の利用目的を通知または公表し、その
利用目的の達成に必要な範囲において利用します。
3. 個人データの第三者への提供
当社は、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データ
を提供しません。
・法令に基づく場合
・委託を行う場合（4.個人データの取扱いの委託をご覧ください。）
・損害保険会社等の間で共同利用を行う場合（6.情報交換制度

等をご覧ください。）
4. 個人データの取扱いの委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データの取扱
いを外部に委託することがあります。当社が、外部に個人データの
取扱いを委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ
委託先の情報管理体制を確認するなど委託先に対する必要かつ適
切な監督を行います。
5. 第三者提供に関するオプトアウト制度の事項
当社は、個人情報保護法第23条2項に基づく手続き（オプトアウト
制度）により、ご本人の認識なく第三者に個人情報を提供すること
はございません。
6. 情報交換制度等

（1）当社は、保険契約の締結または保険金の請求に際して行
われる不正行為を排除するために、損害保険会社等との
間で、個人データを共同利用します。また、自賠責保険に
関する適正な支払いのために損害保険料率算出機構と
の間で、個人データを共同利用します。詳細につきまして
は 、一 般 社 団 法 人 日 本 損 害 保 険 協 会 のウェブ サイト

（http://www.sonpo.or . jp）、または、損害保険料率
算出機構のウェブサイト（http://www.giroj .or . jp/）
をご覧ください。

（2）当社は、損害保険代理店の適切な監督や当社の職員採用
等のために、損害保険会社との間で、損害保険代理店等
の従業者に係る個人データを共同利用します。また、損害
保険代理店への委託等のために、一般社団法人日本損害
保険協会が実施する損害保険代理店試験の合格者等の
情報に係る個人データを共同利用します。詳細につきまし
ては、一 般 社 団 法 人日本 損 害 保 険 協 会のウェブサイト

（http://www.sonpo.or.jp）をご覧ください。

7. センシティブ情報の取扱い
当社は、保険業法施行規則第53条の10に基づき、個人情報保護
法第2条第3項で定める要配慮個人情報（本人の人種、信条、
社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等）
ならびに労働組合への加盟、門地および本籍地、保健医療および
性生活ならびに犯罪歴に関する個人情報（以下、「センシティブ
情報」といいます。）を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用
または第三者提供を行いません。
・保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の

同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を
取得、利用または第三者提供する場合・相続手続を伴う保険
金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情
報を取得、利用または第三者提供する場合

・保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教
等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する
従業員等のセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供
する場合

・法令に基づく場合
・人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
・公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特

に必要がある場合
・国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者

が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要
がある場合

8. 個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、
開示、訂正等、利用停止等

個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、
開示、訂正等、利用停止等に関するご請求については、次頁

「お問合せ窓口」までお問合せください。
当社は、ご請求者がご本人であることを確認させていただくと
ともに、当社所定の書式にご記入いただいたうえで手続きを行い、
後日、原則として書面で回答いたします。開示請求については、
回答にあたり、当社所定の手数料をいただくことがあります。
当社が必要な調査を行った結果、ご本人に関する情報が不正確
である場合は、その結果に基づいて正確なものに変更させていた
だきます。
9. 個人データの安全管理措置の概要
当社は、取扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他、
個人データの安全管理のため、取扱規程等の整備および安全管理
措置に係る実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じます。
安全管理措置に関するご質問については、次頁「お問合せ窓口」
までお問合せください。

再保険リスクについて

健全な保険数理に基づく責任準備金の確認について


